
■報告事項２ 1

柏都市計画

都市計画区域の整備，開発及び保全の方針

の見直し



■報告事項２

令和７年７月２３日
都市計画審議会報告事項

令和８年２月１７日
都市計画審議会報告事項

都市計画審議会（諮問）

• 都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の
概要について

• 都市計画見直しの主旨・目的について

• ７月以降の動きについて
• 住民説明会及び縦覧の結果等について
• スケジュールの変更について

• 柏都市計画区域の整備，開発及び保全の
方針の変更について

本日

前回

次回以降

■本日の報告内容
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■報告事項２

【都市計画法抜粋】
（都市計画区域の整備、開発及び保全の方針）
第6条の2 都市計画区域については、都市計
画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保
全の方針を定めるものとする。

• 都市計画区域ごとに作成するもの。

• 主に，「区域区分の決定の有無及
び当該区分を定めるときはその方
針」，「都市計画の目標」，「土地利
用，都市施設の整備及び市街地
開発事業に関する主要な都市計
画の決定の方針」を，概ね２０年後
の都市の姿を見通しつつ１０年後
を目標年次として定める。

（都市計画区域の整備、開発及び保全の方針）
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■都市計画法第６条の２に基づき，県が定める都市計画です。

前回振り返り



■報告事項２ 4

■広域都市計画マスタープランとは

前回振り返り

策定の背景・考え方

人口減少や広域幹線道路の整備進展、

県民の生活・経済圏の拡大、

自然災害の頻発化・激甚化 など、

県を取り巻く状況の変化に適切に対応

していくためには、広域的な視点に立って

都市計画を推進していくことが必要

都市計画区域を超えた広域的な枠組みと

して６つの広域都市圏を設定し、広域都

市圏毎に「広域都市計画マスタープラン」

を定め、広域的な視点から、都市づくりの

方向性や方針を示すとともに、拠点やネッ

トワークを配置し、合理的な土地利用の

規制・誘導を図る
※広域都市圏には、線引き・非線引き
都市計画区域のほか、都市計画区域外
の市町も含む

広域都市圏の設定

県総合計画を踏まえた「6 圏域」を設定

【凡例】

線引き都市計画区域（22区域）

非線引き都市計画区域（25区域）



■報告事項２ 5

①「柏市第六次総合計画」の内容を反映すること。

⇒「目指す将来の姿」と「基本的な目標」の各記載を柏区域パートにおける「都市づくりの
基本理念」として反映しました。

②「柏市都市計画マスタープラン」の内容を反映すること。

⇒「柏駅や柏の葉キャンパス等の都市拠点」の位置づけや「柏インターチェンジ周辺にお
ける産業イノベーションに対応する拠点形成に努める」旨などを反映しました。

③「都市施設・市街地開発事業」の内容を反映すること。

⇒「柏駅における，駅及び交通広場を含めた駅周辺の一体的な整備」などを反映しまし
たした。

■柏市の案の作成

前回振り返り



■報告事項２

① 柏市申出案（市案）の住民説明会を実施（９月２７日）

・参加者：３名

・説明内容：見直し検討内容(案)について
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② 市案の縦覧を実施（ ９月２９日から１０月１４日）

・縦覧者：１名

・意見書：１件 後ほど報告事項３で報告します。

③ 千葉県へ案を申出（１１月２５日）

・現在は千葉県が法定手続きを進めています。

④ 案の概要の縦覧を実施（１２月１２日から１２月２６日）

・縦覧者：なし ・公述申し出：なし（公聴会中止）

■前回都市計画審議会（令和７年７月）以降の動き



■報告事項２ 7
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凡例

R7.7柏市都市計画審議会にて報告

当 初：令和７年度内
変更後：令和８年夏頃

■スケジュール
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